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一
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

報
道
機
関
で
あ
る
日
本
放
送
協
会
の
取
材
や
報
道
内
容
に
つ
い
て
、政
府
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、

御
指
摘
の
映
像
に
関
し
て
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
の
漏
え
い
等
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
二
十
号
）
や
「
国
務
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
規
範
」
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
閣
議
決
定
）
に
違
反
す
る
行
為

は
な
か
っ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。


